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№ 仕様書

の項目 

質 問 内 容 回 答 

１ 

 

 

5-(1) 

 

 

令和6年度の選定品目は原則として

3年間継続する認識でよいでしょう

か？ 

 

基本的には３年ですが、事業

推進委員会において2年目以

降変更になる可能性はありま

す。 

２ 

 

 

 

 

 

5-(1) 

 

 

 

 

 

パインアップル以外の品目は令和3

年度～令和5年度に実施された「農

産物における戦略品目を核とした

おきなわブランド推進事業」で選定

された農作物以外からも選択可能

でしょうか？ 

 

過去の事業で選定された農作

物以外からも選択可能です。 

３ 

 

 

 

 

 

5-(2)① 

 

 

 

 

 

『「おきなわブランド戦略」に沿っ

た販売戦略の再構築のため』とあり

ますが、本事業では『「おきなわブ

ランド戦略」に沿った販売戦略』の

実践に向けた直前の情報収集（テス

トマーケティング等）およびご報告

を行うという認識でよろしいでし

ょうか？ 

質問のとおりです。 

４ 5-(2)② 販促物について、選定品目すべてに

作成が必要という認識でよいでし

ょうか？ 

 

5-(2)①で実施するテストマ

ーケティングやプロモーショ

ンの手段に応じて作成すると

考えてください。 

５ 5-(2)② 販促物について、主な用途としては

、5-(2)①で実施するテストマーケ

ティングやプロモーションとして

よろしいでしょうか？ 

質問のとおりです。 

６ 5-(5) 事業推進委員会について、構成員の

人数・年間開催回数等は、提案とい

う認識でよろしいでしょうか？ 

委託契約後に構成員は、県と

協議の上決定いたします。年

間開催回数は３回程度です。 

７ 7(1) 予算額総額１１，０００千円以内（

消費税及び地方消費税を含む）とあ

りますが、令和8年度まで、年度ご

とに同等の予算額が想定されてい

る認識でよいでしょうか？ 

令和７年度、令和８年度も同

程度の事業予算規模を想定し

ていますが、沖縄県議会にお

いて予算成立後に確定するこ

とをご留意ください。 


